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２０２０年（令和２年）４月２２日 

 

市議会議員各位 

 

福祉健康部保健所長 

 

新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査の実施等について 

 

藤沢市保健所（以下「保健所」）が所管する新型コロナウイルス感染症の確定診断に必要

なＰＣＲ検査については、本年３月３日から保健所施設内の地域保健課衛生検査センターに

おいて実施する体制としております。このことについて、その経過、実施体制及び安全対策

等を改めて報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

１ 経過 

    保健所においてＰＣＲ検査を実施する体制が整備される以前は、神奈川県衛生研究所

（茅ヶ崎市内）に検体を搬送後、同研究所による検査の結果を入手し、保健所の感染症

対策業務を行ってきました。一方、本年１月以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡

大による検査件数の増加に伴い、同研究所の業務が繁忙となったことなどから、本市独

自で、より迅速で臨機の対応を図ることが必要な状況となりました。この状況を踏まえ

え、保健所におけるＰＣＲ検査の実施に向けて、資機材及び試薬等の確保や検査結果の

検証等の準備を進め、実施体制の整備を図りました。 

 

２ 保健所におけるＰＣＲ検査の実施体制 

（１）実施開始 令和２年３月３日から 

（２）実施場所 藤沢市保健所・南保健センター５階 地域保健課衛生検査センター 

（３）実施職員 同センター所属の臨床検査技師３名及び獣医師１名の計４名 

（４）実施件数 開始時：１日当たり３８件を基本（１組１９検体×２回） 

現 在：１日当たり最大５０件可能（１組２５検体×２回） 

     集団発生した場合は、県衛生研究所と保健所の両施設で対応することもあります。 

（５）実施効果 本市において、検査結果が陽性となった患者に対する積極的疫学調査や、

濃厚接触者の洗い出し等の感染拡大防止対策をより迅速に実施できること

に加え、緊急的な検査案件に対応することが可能になりました。 
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３ 安全対策等 

（１）検体の運搬と保管 

  ア 運搬に関しては、保健所職員が２人体制で、帰国者・接触者外来の病院に出向き、

検体に漏れ等の不備や間違いがないか等を病院の検査員と共に確認の上、検体を受

領しています。また、検体を基準の厳しい３重包装容器に入れ、それを更にジュラ

ルミンケースに入れて４重包装で搬送し、運搬中の安全確保・感染防止を図ってい

ます。更には、衛生検査センターへの搬入の際は、業務用エレベーターを使用し、

来所者との動線を区分しています。 

  イ 検体の保管については、処理したＲＮＡ抽出液をマイナス２０℃で保管していま

す。また、検体容器は、冷蔵保管しています。なお、検査の実施場所及び検体の保

管場所は、認証カードと暗証番号によって管理されており、保健所の職員において

も許可がないと入れないエリアとなっています。 

（２）衛生検査センターのＰＣＲ検査における感染防止対策 

検体処理は、国立感染症研究所の「病原体検出マニュアル」に基づき、生物安全検査

室に設置された安全キャビネット内で行い、検査員は、白衣の上にディスポーザブルの

ガウン、手袋（２重）、マスク、キャップ等の防護服を着用して作業を行っています。

検査終了後は作業台等の消毒を行い、使用済みのサンプルチューブ等の消耗品や防護具

等は、当該検査室内に設置された高圧蒸気滅菌器により滅菌を行った上で廃棄していま

す。また、検査員は、検査室の入退室の際、手指消毒を徹底しています。 

（３）積極的疫学調査従事職員の感染防止対策 

調査時の感染予防策は、国立感染症研究所の「新型コロナウイルス感染症患者に対す

る積極的疫学調査実施要領」において、サージカルマスク及び眼の防護具（ゴーグルま

たはフェィスシールド）の着用と適切な手洗いが必要とされています。保健所では、更

に万全を期すため、サージカルマスクをＮ９５マスクに変更し、フェィスシールドの装

着に加え、衣服への飛沫の付着を防止するためディスポーザブルの長袖ガウン、ディス

ポーザブルの手袋も着用して調査を行っています。 

（４）保健所施設については、日々のカウンター等の拭き取りや手指消毒を徹底していま

す。加えて、来所者への対応については、職員にマスクの着用を義務付けています。 

 

以 上 

 

（事務担当：福祉健康部保健所地域保健課） 


